
厚木市告示第238号 

 

国土調査の実施について 

 

国土調査法（昭和26年法律第180号）第６条の３第２項の規定による令和６年

度地籍調査事業計画が定められたので、同法第７条の規定により次のとおり公

示する。 

 

令和８年６月１日 

 

                  厚木市長  山 口  貴 裕 

 

１ 事業計画が定められた年月日 

  令和８年５月22日 

 

２ 調査を実施する者の名称 

  厚木市 

 

３ 調査地域 

(1) 厚木市旭町五丁目の一部 

(2) 厚木市水引一丁目及び寿町三丁目の各一部 

(3) 厚木市上古沢の一部 

(4) 厚木市上古沢の一部 

 

 

４ 調査期間 

  令和８年６月１日から令和９年３月31日まで 


